
別 府 市 空 き 家 LABO 参 画 事 業 者 募 集 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、空 き 家 や 空 き 店 舗（ 以 下「 空 き 家 等 」と い う 。）

の 管 理 及 び 活 用 に 関 す る 知 見 や ノ ウ ハ ウ を 有 す る 事 業 者 及 び 団

体 並 び に 個 人（ 以 下「 事 業 者 等 」と い う 。）を 空 き 家 LABO の 参 画

事 業 者 と し て 登 録 し 、市 と 連 携 し て 空 き 家 所 有 者 等 に 対 し て 包 括

的 な 支 援 を 行 う 体 制 を 構 築 す る こ と に よ り 、官 民 連 携 に よ る 空 き

家 等 の 管 理 及 び 活 用 を 通 じ た 地 域 の 活 性 化 や ま ち の 魅 力 向 上 を

推 進 す る こ と を 目 的 と し 、そ の 募 集 に 関 し 、必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

（ 参 画 事 業 者 の 役 割 ）  

第 ２ 条  参 画 事 業 者 は 、 空 き 家 LABO の 趣 旨 を 踏 ま え 、 可 能 な 範 囲

に お い て 自 己 の 事 業 と し て 次 に 掲 げ る 役 割 を 担 う も の と す る 。  

(1)   空 き 家 等 の 管 理 及 び 活 用 に 関 す る 所 有 者 等 か ら の 相 談 に

対 す る 助 言 等 の 協 力  

(2)   市 、 そ の 他 の 参 画 事 業 者 と の 情 報 共 有 及 び 連 携  

(3)   そ の 他 空 き 家 LABO の 目 的 達 成 に 資 す る 取 組  

（ 募 集 対 象 ）  

第 ３ 条  参 画 事 業 者 の 募 集 対 象 は 、次 の い ず れ か に 該 当 す る 事 業 者

等 と す る 。  

(1)   建 築 、 設 計 、 施 工 、 リ ノ ベ ー シ ョ ン 等 に 関 す る 事 業 者  

(2)   不 動 産 の 仲 介 、 管 理 、 活 用 等 に 関 す る 事 業 者  

(3)   金 融 、 創 業 支 援 、 経 営 支 援 等 を 行 う 事 業 者  

(4)   ま ち づ く り 団 体 、 エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト 団 体 、 NPO 法 人  

(5)   別 府 市 民  

(6)   そ の 他 市 長 が 空 き 家 LABO の 趣 旨 に 照 ら し て 適 当 と 認 め る

者  

（ 参 画 要 件 ）  

第 ４ 条  参 画 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と す る 。  

(1)   本 要 領 の 趣 旨 に 賛 同 し 、 協 力 す る 意 欲 が あ る こ と 。  



(2)   政 治 活 動 又 は 宗 教 活 動 を 主 た る 目 的 と す る 団 体 等 で な い

こ と 。  

(3)   暴 力 団 関 係 者 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力

団 員（ 以 下「 暴 力 団 員 」と い う 。）又 は 同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る

暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う 。 以

下 同 じ 。） で な い こ と 。  

（ 登 録 ）  

第 ５ 条  空 き 家 LABO へ の 参 画 を 希 望 す る 事 業 者 等 は 、 参 画 事 業 者

登 録（ 変 更 ）申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  市 長 は 、前 項 に 規 定 す る 申 請 に つ い て 登 録 の 可 否 を 審 査 し 、登

録 可 否 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ２ 号）を 交 付 す る と と も に 、登 録 を 認

め た と き は 、市 ウ ェ ブ サ イ ト 等 へ の 掲 載 に よ り 公 開 す る こ と が で

き る も の と す る 。  

（ 登 録 内 容 の 変 更 ）  

第 ６ 条  参 画 事 業 者 は 、登 録 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き は 、速 や か に

参 画 事 業 者 登 録（ 変 更 ）申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）を 提 出 す る も の と す

る 。  

（ 登 録 の 取 消 し ）  

第 ７ 条  市 長 は 、参 画 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合

は 、登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、参 画 事 業

者 に 生 じ た 損 害 に つ い て 市 長 は そ の 責 め を 負 わ な い 。  

(1)   参 画 事 業 者 が 登 録 の 取 消 し を 申 し 出 た と き 。  

(2)  虚 偽 そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 登 録 を 受 け た と き 。  

(3)  本 要 領 の 趣 旨 に 反 す る 行 為 が あ っ た と き 。  

(4)  そ の 他 市 長 が 参 画 事 業 者 と し て 不 適 合 と 認 め る と き 。  

（ 秘 密 保 持 義 務 ）  

第 ８ 条  参 画 事 業 者 は 、 空 き 家 LABO の 活 動 を 通 じ て 知 り 得 た 個 人

情 報 及 び 秘 密 情 報 に つ い て 、当 該 活 動 の 目 的 以 外 に 利 用 し 又 は 第

三 者 に 漏 え い し て は な ら な い 。  



２  前 項 の 規 定 は 、参 画 事 業 者 の 登 録 を 取 り 消 さ れ た 後 又 は 空 き 家

LABO が 終 了 し た 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

 

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ９ 条  参 画 事 業 者 は 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ５ 年

法 律 第 ５ ７ 号 ）そ の 他 の 関 係 法 令 を 遵 守 し 、個 人 情 報 の 適 正 な 取

得 、 利 用 及 び 管 理 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 免 責 ）  

第 １ ０ 条  市 は 、 空 き 家 LABO を 通 じ て 提 供 さ れ る 情 報 又 は 助 言 に

関 し て 、こ れ ら に 起 因 し て 生 じ た 相 談 者 と 参 画 事 業 者 間 又 は 第 三

者 間 の 契 約 、損 害 、紛 争 そ の 他 一 切 の 事 象 に つ い て 、市 に 故 意 又

は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 一 切 の 責 任 を 負 わ な い 。  

（ 費 用 負 担 ）  

第 １ １ 条  参 画 事 業 者 が 有 償 の 支 援 等 を 提 供 す る 場 合 は 、事 前 に そ

の 内 容 及 び 費 用 に つ い て 相 談 者 に 明 確 に 提 示 し 、そ の 合 意 を 得 る

も の と す る 。  

２  市 は 、参 画 事 業 者 と 相 談 者 と の 間 に お け る 金 銭 の 授 受 に つ い て 、

一 切 関 与 し な い 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に

定 め る 。  

 附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


